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序文 ～計画策定の趣旨 

 

 

 

 がん、循環器疾患、糖尿病などの生活習慣病は、日本人の死因の約６割を占めるなど、日本

人の健康にとって大きな課題となっている。このため、厚生労働省では、平成 12 年から生活

習慣の改善などに関する目標を定めた「21世紀における国民健康づくり運動」（「健康日本 21」）

を開始、この４月からは「健康日本 21(第二次)」として、10 年計画で健康増進を図るための

国民運動を進めている。さらに、平成 23 年から「Smart Life Project」をスタートさせ、幅

広い企業連携を軸にした取り組みも加え、多面的な推進を図っている。 

 

 生活習慣病を医療費の側面で見てみると、国民医療費の約３分の１を占めており、急速な高

齢化と人口減少が共に進行する我が国が引き続き国民皆保険制度を堅持するためにも、発症や

重症化を早期に予防する取り組みが欠かせない状況が一層顕著となってきている。 

 

健康保険組合は、国に代わって医療保険に関する業務を行う保険者として、平成 18 年に施

行された高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、平成 20 年より、被保険者及び被扶養者

に対し、生活習慣病にフォーカスした健康診査（特定健康診査）及びその結果により健康の保

持に努める必要がある者に対し、食事や運動等、まさに生活習慣の改善を図るための保健指導

（特定健康指導）を実施することが義務付けされ、現在に至っている。 

 

 本計画は、同法律第 19条に基づき、平成 30年度から平成 34年度までの５年を第 3期とし

て、当健康保険組合の特定健康診査及び特定保健指導の実施方法に関する基本的な事項、特定

健康診査及び特定保健指導の実施並びにその成果に係る目標に関する基本的事項について、実

施状況も踏まえ、定めたものである。 
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１ 当組合の現状および課題 

 

 

1. 当組合のプロフィール 

 当健康保険組合は、株式会社エイチ・アイ・エスとそのグループ会社である事業所が加入し

ている単一組合である。 

 事業所数は 8で、東京都に 6事業所、北海道と宮城県に各々１事業所が所在する。支店や営

業所は全国に点在しており、あわせると 600箇所以上にのぼる。 

被保険者数は、6,619 名(平成 30 年 3 月末時点)、株式会社エイチ・アイ・エスが約 95％を

占めている。 

 平均年齢は 32.2歳と、毎年上昇しつつも依然として若い。男女比では、男性が約 38％、女

性が約 62％と、女性が男性を上回っている点が他健保組合とは大きく異なっている。 

 

 健康診断については、設立時より健康保険組合側と事業所側との共同事業としている。 

年度末時点の年齢を基準とし、下記の年齢区分に応じて健診項目を設定する。 

・簡易生活習慣病（30歳未満） 

・生活習慣病（30歳以上 35歳未満）※女性は婦人科健診含む 

・人間ドック（35歳以上）※女性は婦人科健診含む 

 

 ※被扶養者に対しても、被保険者と同様の条件で受診を可能としている。 

 

これらの健診は、当健康保険組合が契約した医療機関（全国 45都道府県で 210 機関）にて

受診が可能である（平成 30年 3月末時点）。また今後においても、新規出店等に伴い、必要に

応じて機動的に契約受診先の追加を行う。 

  

2. 医療費の現状 

 第１期計画が始まる直前の 19 年度と、直近の 29 年度の医療費(療養給付費＋家族療養費)

を、各決算数値から比較すると、次のとおり著しく伸びていることがわかる。伸び率において

は、保険料収入よりも 20％超上回っている(被保険者１人当り)。 

 

 19 年度 29 年度 

医療費 総額(千円) １人当り(円) 総額(千円) １人当り(円) 

療養給付費 157,565 35,608 649,293 95,526 

家族療養費 104,900 23,706 327,197 48,138 

合 計 262,465 59,314 976,490 143,664 

【参考】保険料収入 1,233,504 278,758 2,238,488 329,335 
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ただし、これら医療費の増加は、主に被扶養者の増加ペースが被保険者のそれを上回ってい

ることに起因していると考えられることから、生活習慣病関連の医療費については、今後、中

高年齢化が加速度的に進むにつれて、さらに目立って上昇していくものと思われる。 

参考までに、東京に本部のある約 600の健康保険組合の 29年度決算における平均値(被保険

者１人当り)との比較では、当健康保険組合の医療費は約 10万円低い(保険料収入も約 10万円

低い)。 

 

3. 第 2期計画における目標と実績の推移 

特定健康診査(実績) ※30年度のみ見込 

  26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 国の参酌標準 

被保険者 89.0 90.0 93.0 91.0 95.0 ― 

被扶養者 36.0 39.0 41.0 50.1 56.0 ― 

被保険者＋被扶養者 82.0 84.0 87.0 83.0 87.0 80.0 

 

特定保健指導においても、対象者数の増加に比べ実施者数が伸び悩み、29 年度においては国

の指針である 45％に見込値を合わせているものの、実際には遠く及ばない見通しである。 

特定保健指導(目標) 

特定保健指導(実績) ※30年度のみ見込 

（被保険者＋被扶養者）                          （人） 

 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 国の参酌標準 

40 歳以上対象者（人） 989 1,209 1,360 1,492 1,644 ― 

特定保健指導対象者数（人） 186 234 266 300 379 ― 

実施率（％） 24.0 22.0 20.0 20.0 38.0 55.0％ 

実施者数 45 52 54 60 143 ― 

 

1. 特定健康診査等の基本的考え方 

日本内科学会等内科系 8学会が合同でメタボリックシンドロームの疾患概念と診断基準を

示した。これは、内臓脂肪型に起因する糖尿病、高脂血症、高血圧は予防可能であり、発症し

た後でも血糖、血圧をコントロールすることにより重病化を予防することが可能であるという

考え方を基本としている。 

メタボリックシンドロームの概念を導入することにより、内臓脂肪の蓄積や、体重増加等が

様々な疾患の原因になることをデータで示すことができるため、健診受診者にとって生活習慣

の改善に向けての明確な動機付けができるようになる。 

 

2. 事業者等が行う健康診断及び保健指導との関係 

従来から事業者健診を代行していたことから、当健康保険組合が主体となって行う。当健康

保険組合の契約する医療機関で受診し、結果もすべて健康保険組合で管理・保管する。 
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また、事業者健診の代行として、受診にかかる費用の法定健診に対応する部分を事業者負担

とする。 

 

3. 特定健康診査等の実施に係る留意事項 

これまで市町村国保の行う健康診査を受診されてきた被扶養者についても当健康保険組合

の契約する医療機関での受診を促すとともに、結果もすべて健康保険組合で管理・保管する。 

 

4. 特定保健指導の基本的考え方 

生活習慣病予備群の保健指導の第一の目的は、生活習慣病に移行させないことである。 

そのための保健指導では、対象者自身が健診結果を理解して自らの生活習慣を変えること 

ができるように支援することにある。 

 また、法律では 40歳以上を対象としているが、当健康保険組合では健診結果によっては若

年層にも指導対象を広げていく方針である。 
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Ⅰ 達成目標 

 

1. 特定健康診査の実施に係る目標 

平成 29年度の特定健康診査の実施率を、当面の間 80.0％とし、後に 90.0％に修正する。 

平成 31年度以降の年度毎の実施率（目標）については、以下のとおりとする。 

 

＜目標実施率＞                               （％)   

  31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 35 年度 国の基本指針 

被保険者 96.0 96.5. 97.0. 97.5 98.0 ― 

被扶養者 57.0 57.5. 58.0 58.5 59.0 ― 

被保険者＋被扶養者 88.0 88.5 89.0 89.5 90.0 90.0 

 

 

2. 特定保健指導の実施に係る目標 

平成 29年度の特定健康診査の実施率を、当面の間 45.0％とし、後に 60.0％に修正する。 

平成 25年度以降の年度毎の実施率（目標）については、以下のとおりとする。 

 

＜目標実施率＞ 

（被保険者＋被扶養者）                          （人） 

 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 35 年度 国の基本指針 

40 歳以上対象者（人） 1,750 1,900 2,000 2,100 2,200 ― 

特定保健指導対象者数

(推計)（人） 
400 430 450 480 510 ― 

実施率（％） 40.0 45.0 50.0 55.0 60.0 60.0％ 

実施者数 160 193 225 264 306 ― 

 

※契約した医療機関（被保険者・被扶養者が受診した医療機関）で特定保健指導を行う。 

特定保健指導を実施しない医療機関の場合は、専門機関に委託する。 

 

 

3. 特定健康診査等の実施の成果に係る目標 

平成 35年度において、平成 30年度と比較したメタボリックシンドロームの該当者(積極的

支援および動機付け支援の対象者)の減少率を 10％以上とする。 
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Ⅱ 特定健康診査等の対象者数 

1. 対象者数 

① 特定健康診査 

被保険者                                 （人） 

  31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 35 年度 

対象者数（推計値） 1,770 2,000 2,000 2,100 2,200 

40 歳以上対象者 1,770 2,000 2,000 2,100 2,200 

目標実施率（％） 70.0 75.0 80.0 85.0 90.0 

目標実施者数 448 615 800 1,003 1,251 

被扶養者                                 （人） 

  31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 35 年度 

対象者数（推計値） 230 420 400 450 500 

40 歳以上対象者 230 420 400 450 500 

目標実施率（％） 55.0 58.0 60.0 62.0 62.5 

目標実施者数      

被保険者＋被扶養者                            （人） 

  31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 35 年度 

対象者数（推計値） 2,000 2,420 2,400 2,550 2,700 

40 歳以上対象者 2,000 2,420 2,400 2,550 2,700 

目標実施率（％） 88.0 88.5 89.0 89.5 90.0 

目標実施者数 1,760 2,141 2,136 2,282 2,430 

  

② 特定保健指導 

被保険者＋被扶養者                            （人） 

  31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 35 年度 

40 歳以上対象者 2,000 2,420 2,400 2,550 2,700 

動機付け支援対象者 129 150 150 160 180 

実施率（％） 25.0 30.0 35.0 35.0 40.0 

実施者数 25 30 23 31 42 

積極的支援対象者 250 280 270 300 320 

実施率（％） 14.0 16.1 16.6 17.2 18.8 

実施者数 35 45 60 70 80 

保健指導対象者計 379 430 420 450 500 

実施率（％） 15.8 17.4 19.8 22.4 24.4 

実施者数 60 75 83 101 122 
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Ⅲ 特定健康診査等の実施方法 

 

（1）実施場所 

  特定健診は、当健康保険組合が契約する医療機関に委託する。（必要に応じ追加を行う） 

  特定保健指導は、保健指導を行える医療機関、または専門機関に委託する。 

 

（2）実施項目 

  実施項目は、標準的な健診・保健指導プログラム第 2編第 2章に記載されている健診項目

とする。 

 

（3）実施時期 

   実施時期は、通年とする。 

 

（4）委託の有無 

ア 特定健診 

当健康保険組合が契約する医療機関に委託する。 

イ 特定保健指導 

当健康保険組合が契約する医療機関に委託する。 

保健指導を実施しない医療機関の場合は、標準的な健診・保健指導プログラム第３編第

６章の考え方に基づきアウトソーシングする。 

 

（5）受診方法 

当健康保険組合が契約する医療機関に受診者が予約をし、健診を受ける。 

  受診の自己負担は無しとする。但し、規定の実施項目以外を受診した場合はその費用は

個人負担とする。 

 

（6）周知・案内方法 

   周知は、当健康保険組合機関誌等に掲載するとともにホームページに掲載して行う。 

  必要に応じ、対象者に書面にて送付する。 

 

（7）健診データの受領方法 

   結果表を契約医療機関から直接受領、代行機関へ登録を委託し、データ管理とする。  

   登録完了後の結果表については、当健康保険組合で保管する。尚、保管年数は５年とす

る。 

 

（8）特定保健指導対象者の選出の方法 

   特定保健指導の対象者となった者全員を対象とする。 
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Ⅳ 個人情報の保護 

 当健康保険組合は、エイチ・アイ・エス健康保険組合個人情報保護管理規定を遵守する。 

 当健康保険組合及び委託された健診・保健指導機関は、業務によって知り得た情報を外部に

漏らしてはならない。 

 当健康保険組合のデータ管理者は、常務理事（事務長）とする。またデータの利用者は当組

合担当職員に限る。 

 外部委託する場合は、データ利用の範囲・利用者等を契約書に明記することとする。 

 

Ⅴ 特定健康診査等実施計画の公表・周知 

 本計画の周知は、機関誌やホームページに掲載する。 

 

Ⅵ 特定健康診査等実施計画の評価及び見直し 

 当計画については、毎年健康づくり委員会において見直しを検討する。 

 また達成状況が目標と大きくかけ離れた場合その他必要がある場合には、当計画期間途中の

年度であっても、必要の程度に応じて見直すこととする。 

 


